
第1725号 令和8年5月20日（付録）

 

 

 

お申込みは
こちらから

 

 QRコードまたは、裏面申込書に必要事項を記入の上FAX
日立商工会議所　中小企業相談所　経営支援課 
TEL：0294-22-0128　FAX：0294-22-0120 

申
込 

 

主催：日立商工会議所、日立市らぽーる協会　　後援：日立市、（公財）日立地区産業支援センター、㈱日本政策金融公庫日立支店
 

 

 

定
員 30名

夢 を 形 に創業塾 2026
日立創業支援ネットワークがあなたの創業をサポートします!

手書きでの申込書にて提出を希望される方は裏面の
申込記載の上ご提出お願いします。

6/9から9/8まで午後6時～午後8時
「創業計画書の作成準備」SWOT 分析・整合性・実現性
「創業支援ネットワーク 特定創業支援事業について」

中小企業診断士 林雄一氏
日立市 商工振興課

「効果的なデジタルマーケティング②」
「創業計画書強化のためのアドバイス②」

中小企業診断士 薄友香里氏
中小企業診断士 林雄一氏

「創業を支援する団体紹介」
茨城県よろず支援拠点／茨城県信用保証協会経営支援部／
日立市役所商工振興課／日立地区産業支援センターHITS／
日本政策金融公庫日立支店／水戸信用金庫／
INPIT 茨城県知財総合支援窓口

「創業計画書まとめ」

茨城県よろず支援拠点
茨城県信用保証協会経営支援部
日立市役所商工振興課
日立地区産業支援センターHITS
日本政策金融公庫日立支店
水戸信用金庫
INPIT 茨城県知財総合支援窓口
中小企業診断士  林雄一氏

「創業計画書作成フォローアップ①資金計画」
「創業に必要な財務知識」

中小企業診断士 林雄一氏
税理士 亀山涼氏

「小規模事業者持続化補助金＜創業型＞申請について」
  補助事業のターゲットの明確化・模倣困難性・スケジュール
「創業の先輩の体験談」

中小企業診断士 林雄一氏
創業の先輩
菓子工房 Kanade 西村久美子氏

「創業計画書作成フォローアップ②収支の見通し」
「創業に必要な労務（社会保険・雇用）知識」

中小企業診断士 林雄一氏
社会保険労務士 松本光治氏

「創業計画書作成フォローアップ③信用される計画」
「創業支援融資の審査ポイント」

中小企業診断士 林雄一氏
日本政策金融公庫日立支店
水戸信用金庫

「効果的なデジタルマーケティング①」
「創業計画書強化のためのアドバイス①」

中小企業診断士 薄友香里氏
中小企業診断士 林雄一氏

 　 日立市役所 多目的ホール
【茨城県日立市助川町1丁目1番1号】

会
場 

★これから起業したい方　★創業して５年以内の方

　日立市では、国の産業競争力強化法に基づき、創業希望者を対
象に「創業塾」を実施しています。当講座では、経営・財務・販路開拓・人材
育成などに関する知識を体系的に学ぶことができ、創業計画書の作成を後押しします。創業塾を受講
した方は、登録免許税の軽減・融資制度の優遇・補助金申請で有利になる「特定創業支援事業を
受けたことの証明」を取得することが可能となります。
詳しい条件・優遇措置については左記QRコードの日立市HPをご確認ください。

6/9火

9/1火

9/8火

7/7火

8/4火

7/28火

6/23火

8/25火

全8回コース

日立市HP

受講生募集

受
講
無
料



補助金・証明書・オフィス開設の窓口補助金・証明書・オフィス開設の窓口補助金・証明書・オフィス開設の窓口補助金・証明書・オフィス開設の窓口

・地域の小規模事業者や創業企業への事業資金融資等
・創業計画書の作成についてのアドバイス
・創業に関するさまざまな情報提供

・地域の小規模事業者や創業企業への事業資金融資等
・創業計画書の作成についてのアドバイス
・創業に関するさまざまな情報提供

・「創業塾」や会員同士の交流機会を提供
・小規模事業者持続化補助金の申請や融資のあっせん窓口
・個人事業主の確定申告無料相談会や法律相談
　　（会員向け）

・「創業塾」や会員同士の交流機会を提供
・小規模事業者持続化補助金の申請や融資のあっせん窓口
・個人事業主の確定申告無料相談会や法律相談
　（会員向け）

日立創業支援
ネットワーク

創業希望者や創業後５年未満の方などを
対象に、市内４つの支援機関が連携しながら、
それぞれのニーズに応じたサポートを
ワンストップで行っています。

日立地区
　　産業支援センター
日立地区
　　産業支援センター
日立地区
　　産業支援センター

日立商工会議所日立商工会議所日立商工会議所

日本政策金融公庫
　　　　　日立支店
日本政策金融公庫
　　　　　日立支店
日本政策金融公庫
　　　　　日立支店日立市商工振興課日立市商工振興課日立市商工振興課

・安価で好立地な創業の場を提供・管理
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの
　証明書の発行　
・自治・振興金融融資やマル経融資を利用した方
　への利子補給等　

・安価で好立地な創業の場を提供・管理
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの
　証明書の発行
・自治・振興金融融資やマル経融資を利用した方
　への利子補給等

セミナー・交流・経営サポートの場セミナー・交流・経営サポートの場セミナー・交流・経営サポートの場セミナー・交流・経営サポートの場

資金調達と事業計画の相談窓口資金調達と事業計画の相談窓口資金調達と事業計画の相談窓口資金調達と事業計画の相談窓口

・安価で好立地な創業の場を提供・管理
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの
　証明書の発行
・自治・振興金融融資やマル経融資を利用した方
　への利子補給等

・地域の小規模事業者や創業企業への事業資金融資等
・創業計画書の作成についてのアドバイス
・創業に関するさまざまな情報提供

・「創業塾」や会員同士の交流機会を提供
・小規模事業者持続化補助金の申請や融資のあっせん窓口
・個人事業主の確定申告無料相談会や法律相談
　（会員向け）

創業個別相談・産学連携・技術支援の中核創業個別相談・産学連携・技術支援の中核創業個別相談・産学連携・技術支援の中核創業個別相談・産学連携・技術支援の中核

・専門家による個別相談やHP作成、補助金申請支援
・大学等との産学連携による「ものづくり」支援
・敷地内に安価なインキュベーションオフィスを完備

・専門家による個別相談やHP作成、補助金申請支援
・大学等との産学連携による「ものづくり」支援
・敷地内に安価なインキュベーションオフィスを完備

・専門家による個別相談やHP作成、補助金申請支援
・大学等との産学連携による「ものづくり」支援
・敷地内に安価なインキュベーションオフィスを完備

特定創業
支援等事業

ー証明書発行対象者

創業前の方

創業後５年未満の方

ネットワークが行う特定創業支援事業を継続的(１か月以上かつ４回以上)に受
けた方は証明書の発行を受けることができ、様々な優遇策を利用できます。

ー優遇策

法人設立時における登録免許税の減免

創業関連保証特例期間の拡大

日本政策金融公庫融資の特別利率の適用

(創業後１年未満の方)(国)

（事業を営んでいない個人）

（創業を行った個人又は創業により設立された会社で

    あって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの）

小規模事業者持続化補助金の補助上限額の
引き上げ

1.
2.
3.
4.
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FAX：0294－22－0120 申込日：令和 ８年  月  日 

ふりがな  
生年月日 

 
西暦  年  月  日 氏  名  

自宅住所 〒 
 

店舗住所 〒 

屋号 
（お店の名前）  繋がりやすい

電話番号 （    ）   － 

お持ちの資格   
FAX  （    ）     － 

開業状況    
開業（予定）
時期   年       月 

開業(予定)業種  開業のための 
資金計画 

・自己資金（         万円） 
・未定  ・その他（       ） 

メールアドレス 
（必須） 

 

学びたいこと 
 

 開業・業種を
志した理由 

 

今までの職歴や
経験などの強み 

 

参加日

 
 

※ご記入いただきました個人情報は、創業支援ネットワークで共有されます。また、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に使用することがあります。

創業塾2026申込書  

参加する日に〇をつけてください。
第1講座 6 ／ （火） 参加 ・ 欠席９

第3講座 7 ／  （火） 参加 ・ 欠席７

第5講座 8 ／  （火） 参加 ・ 欠席４

第7講座 9 ／ （火） 参加 ・ 欠席１
第8講座 9 ／ （火） 参加 ・ 欠席８

第2講座 6 ／ （火） 参加 ・ 欠席２３

第4講座 7 ／ （火） 参加 ・ 欠席２８

第6講座 8 ／ （火） 参加 ・ 欠席２５

こちらからも
簡単にお申込み
いただけます。

有 ・ 未 定 ・ 済

日立市が発行する「特定創
業支援事業を受けたことの
証明」については、創業者
本人による4回以上の受講
（創業塾）、もしくは創業支
援ネットワークのいずれか
の機関による個別指導
後、日立市役所商工振興
課へ申請することができ
ます。


